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◎議案補充説明 

 鈴鹿青少年センターと鈴鹿青少年の森の整備運営事業について 
 

１ 議案 

（１）議案第４９号「財産の取得について」 

  （２）議案第５４号「鈴鹿青少年の森の指定管理者の指定について」 

 

２ 概要 

鈴鹿青少年センター（以下「センター」という。）と鈴鹿青少年の森（以下「森

公園」という。）の整備運営事業については、民間資金等の活用による公共施設等

の整備等の促進に関する法律（以下、「PFI 法」という。）に基づき、センターの

改修及び指定管理業務並びに森公園の指定管理業務を実施する事業（以下「PFI

事業」という。）と、都市公園法に基づく公募設置管理制度（以下「Park-PFI」と

いう。）を活用した、公園施設の建設及び設置管理を行う事業（以下「Park-PFI

事業」という。）を併用して実施します。 

当事業にかかる事業者を選定するため、外部の学識経験者による特定事業実施

事業者選定委員会（以下「選定委員会」という。）を設置し、総合評価一般競争入

札による事業者選定を行い、「フロンティア C&P グループ」を落札者として決定し

ました。 

議案第 54 号は、三重県都市公園条例第 14 条の７の２の規定に基づき、PFI 事

業実施のために落札者が設立した特別目的会社（以下、「SPC」という。）である「鈴

鹿フォレストパートナーズ株式会社」を森公園の指定管理者として指定するもの

です。 

また、議案第 49 号は、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関

する条例第２条の規定に基づき、事業者が Park-PFI で森公園に整備する特定公園

施設を取得するための整備・譲渡契約について、Park-PFI 代表企業である「フロ

ンティアコンストラクション＆パートナーズ株式会社」と締結するものです。 

  ※別紙１「平面図」参照 

 

県

・センター改修の設計・建設
・センターの運営・維持管理
・森公園の運営・維持管理

PFI事業（特定事業） Park-PFI事業

基
本
協
定

特別目的会社(SPC)

Park-PFI フロンティアコンストラクション
代表企業 ＆パートナーズ株式会社

Park-PFI企業 ３社

・公募対象公園施設の整備・運営
・特定公園施設の整備・譲渡

鈴鹿フォレストパートナーズ株式会社

代表企業 フロンティアコンストラクション
＆パートナーズ株式会社

構成企業 ７社

出
資

金
融
機
関

直接協定

融資契約

【議案第55号(教委)】

指定管理者の
指定（センター）

【議案第53号(教委)】

特定事業契約
【議案第54号】
指定管理者の
指定（公園）

公募設置等
計画の認定

【議案第49号】
特定公園施設の
整備・譲渡契約

フロンティアＣ＆Ｐグループ
 

   図：事業スキーム概要 
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３ 落札者の概要 

   落札者：フロンティアＣ＆Ｐグループ 
 

   

PFI事業（特定事業） Park-PFI事業

代表企業 フロンティアコンストラクション
＆パートナーズ株式会社

構成企業 株式会社環境デザイン研究所
西松建設株式会社中部支店
株式会社杉本組
株式会社Ｒ．ｐｒｏｊｅｃｔ
公益財団法人名古屋ＹＭＣＡ
伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社
近藤緑化株式会社

Park-PFI フロンティアコンストラクション
代表企業 ＆パートナーズ株式会社

Park-PFI
企業

株式会社環境デザイン研究所
西松建設株式会社中部支店
株式会社杉本組

 

 

   図：落札した事業者の構成 

 

 

４ 指定管理者の指定について（議案第 54 号） 

（１）施設の名称 

   施設名称 鈴鹿青少年の森 

 

（２）指定管理者となる法人等の名称等 

   所在地 鈴鹿市矢橋一丁目 23－４ 

   名 称 鈴鹿フォレストパートナーズ株式会社 

   代表者 代表取締役 益田 直樹 

 

（３）指定の期間 

   令和５年２月１日から令和５年３月 31 日まで（ロードサイドエリア） 

   令和５年４月１日から令和 23 年３月 31 日まで（公園全体） 

 

 

５ 審査の経過及び選定の結果 

（１）募集の方法 

   総合評価一般競争入札 

 

（２）入札参加申請の状況 

   募集期間 令和３年８月 20 日から令和３年 11 月 15 日まで 

   応 募 者 ３団体 

   ・フロンティアＣ＆Ｐグループ 

   ・鈴鹿ユースグループ 

   ・ＦＵＮＡＴＡＮＩグループ 
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（３）選定委員会の構成 

   選定委員（８名・敬称略） 

    委員長   横山 幸司  （滋賀大学 教授） 

委員長代理 加納 白一 （中部 PFI/PPP 研究会 理事・事務局長） 

委 員   板谷 明美  （三重大学大学院 准教授） 

委 員   佐野 仁美  （鈴鹿市立飯野小学校 校長） 

委 員   白木原 香織（鈴鹿工業高等専門学校 准教授） 

委 員   田端 千夏子（三重大学大学院 准教授） 

委 員   山﨑 智博 （公認会計士） 

委 員   山本 幹  （日本ボーイスカウト三重連盟 理事長） 

 

（４）選定委員会の開催状況及び審議内容 

７月１２日 第１回選定委員会開催 

※実施方針等（公表済み資料）の確認や落札者決定基準 

（審査基準、評価項目および配点表等）を審議 

８月２０日 入札公告 

１０月２７日 第２回選定委員会開催 

※両施設の現地視察および提案書の審査方法を審議 

１２月 ３日 第３回選定委員会開催 

※企画提案書や各種図面をもとに提案に対する意見交換を

実施 

１２月１７日 第４回選定委員会開催および開札 

※提案資料の審査および事業者へのヒアリングを実施 

 

（５） 審査基準および配点表 

項 目 配 点 

性能評価点 ７５０点 

 ア 事業計画に関する事項 １８０点 

イ 設計・建設に関する事項 １８０点 

ウ センターの運営・維持管理業務に関する事項 １４０点 

エ 森公園の運営・維持管理業務に関する事項 １４０点 

オ 公募対象公園施設等に関する事項 １１０点 

価格評価点 ２５０点 

総合評価点 １０００点 

 

（６）審査結果 

選定委員会における審査結果を踏まえ、第一順位となったフロンティア 

Ｃ＆Ｐグループを落札者として決定しました。 

・フロンティアＣ＆Ｐグループ （評価点 583.82 点／1,000 点） 

・鈴鹿ユースグループ      （評価点 562.73 点／1,000 点） 

・ＦＵＮＡＴＡＮＩグループ   （評価点  553.41 点／1,000 点） 
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６ 期待される効果 

（１）質の良い公共サービスの提供 

民間の経営ノウハウを発揮した運営・維持管理を行うことにより、快適・安

全・良質なサービスを利用者に提供されることが期待できます。 

 

（２）総事業費の削減 

落札者の提案内容から算出した VFM は、従来手法と比べ 10.7％の削減が見込

まれます。 

県が自ら実施する場合 

（従来手法） 

PFI 事業として実施 

する場合 
VFM 

100.0％ 89.3％ 10.7％ 

※VFM（バリュー・フォー・マネー） 

支払い（マネー）に対して最も価値の高いサービス（バリュー）を提供するという考

え方で、従来の手法で設計・施工、管理・運営を行う場合と比べ、PFI の手法が総事

業費を削減できるかを示す割合。 

 

（３）成果目標（年間施設利用者数） 

落札者の提案において、以下のとおり利用者数の増加を見込んでおり、にぎ

わいの創出が期待されます。 

現行 令和５年度 令和９年度 令和 14 年度 令和 19 年度 令和 22 年度 

280,000 人 350,000 人 400,000 人 500,000 人 550,000 人 600,000 人 

※県が示した要求水準 295,000 人に対し、事業者が提案した成果目標 
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７ 財産の取得について（議案第 49 号） 

（１）取得する財産の概要 

  所在地 鈴鹿市住吉町字中大谷 6757 番１ 

  種目及び数量 

      「鈴鹿青少年センターと鈴鹿青少年の森の整備運営事業」で事業者が 

整備する特定公園施設 1 式（駐車場、屋外トイレ、緑地・広場等） 

  金 額 99,891,000 円 

 

（２）契約の相手方 

  所在地  東京都港区芝五丁目 33 番 1 号 

  名 称  フロンティアコンストラクション＆パートナーズ株式会社 

  代表者  代表取締役 松村 力 

 

 

民間資金

民間資金

公的資金

公的資金

特定公園施設
公募対象公園施設

収益を充当（事業者）
公募対象公園施設によって得られる収益を活用し、
特定公園施設の整備費用の10%を事業者が負担

10% 90%

特定公園施設の取得（県）
県が事前に定めた上限額かつ整備費用の90%を上限として
事業者が提案した額を県が負担し、特定公園施設を取得

Park-PFI

従 前

 
 

図：Park-PFI による公園整備のイメージ 

 

 

８ 今後の予定 

令和４年３月 事業契約書の締結（事業期間 県議会の議決日～令和 23 年３月） 

       事業概要（イメージ図等）の公表 

令和５年２月 リニューアルオープン（第 1 期：ロードサイドエリア） 

および事業者による公園一部施設の指定管理開始 

令和５年４月 事業者による公園全体の指定管理開始 

令和６年４月 リニューアルオープン（第２期：センター） 

国土交通省資料を加工 

5



芝
生
広
場

多
目
的
広
場

道
伯
池

ア
ス
レ
チ
ッ
ク
遊
具
デ
ィ
ス
ク
ゴ
ル
フ

じ
ゃ
ぶ
じ
ゃ
ぶ
池

第
3
駐
車
場

鈴
鹿
市

住
吉
配
水
池

希
望
の
池

友
情
の
池

至
鈴
鹿
市
街

至
国
道
２
３
号

至 鈴 鹿 市 街

P

P

平
面

図

青
少
年
セ
ン
タ
ー

別
紙
１

鈴
鹿
サ
ー
キ
ッ
ト

ホ
ン
ダ
ア
ク
テ
ィ
ブ
ラ
ン
ド

鈴
鹿
青
少
年
の
森
（
指
定
管
理
者
の
指
定
・

P
F

I事
業
）

第
1
炊
飯
場

第
2
炊
飯
場

ロ
ー
ド
サ
イ
ド
エ
リ
ア
（

P
a
rk

-
P

F
Iに
よ
る
公
園
整
備
）

【
議
案
第

4
9
号
】

財
産
の
取
得

：
特
定
公
園
施
設
１
式
（
駐
車
場
、
屋
外
ト
イ
レ
、
緑
地
・
広
場
等
）

契
約
の
相
手
方
：
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
コ
ン
ス
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
＆
パ
ー
ト
ナ
ー
ズ
株
式
会
社

契
約
の
金
額

：
9

9
,8

9
1

,0
0

0
円
（
整
備
に
要
す
る
費
用
の

9
0

%
を
上
限
と
し
て
県
が
負
担
）

第
2
駐
車
場

P シ
ン
ボ
ル
広
場

ス
タ
ジ
ア
ム

【
議
案
第

5
4
号
】

指
定
管
理
者
：
鈴
鹿
フ
ォ
レ
ス
ト
パ
ー
ト
ナ
ー
ズ
株
式
会
社

指
定
の
期
間
：
令
和

5
年

2
月

1
日

～
令
和

5
年

3
月

3
1
日
（
ロ
ー
ド
サ
イ
ド
エ
リ
ア
）

令
和

5
年

4
月

1
日

～
令
和

2
3
年

3
月

3
1
日
（
公
園
全
体
）

第
1
駐
車
場

※
ス
タ
ジ
ア
ム
を
除
く

6



 

 

みえ元気プラン（仮称） 

≪概要案≫ 

県土整備部主担当分抜粋 

 

 

（施策） 

施策１-３  災害に強い県土づくり 

施策１０-１ 道路・港湾整備の推進 

施策１０-３ 安全で快適な住まいまちづくり 

 

（行政運営） 

行政運営７ 公共事業推進の支援 

 

 

 

 

 

 

◎所管事項 

(１) 「強じんな美し国ビジョンみえ（仮称）概要案」及び「みえ元気プラン（仮称）概要案」について 

7



 

 

 

 

 

 

施策１-３ 災害に強い県土づくり   

 

2026 年を見据えた現状と課題 

■ 三重県において大きな被害をもたらした紀伊半島大水害をはじめ、令和元年東日本台風

や令和２年７月豪雨など頻発・激甚化する水害・土砂災害や大規模地震から、県民の皆さ

んの生命と財産を守るため、国の「防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策」も

活用し、河川・海岸・治山・土砂災害防止施設の整備や橋梁の耐震対策等を進めていま

す。これらの防災・減災対策の必要性は依然として高く、さらなる推進が求められていま

す。 

■ 気候変動に伴い激甚化・頻発化する水災害から県民の生命・財産・暮らしを守るため、河

川管理者が主体となって行う治水対策に加え、氾濫域も含めて一つの流域としてとらえ、

その河川流域全体のあらゆる関係者が協働し、流域全体で水害を軽減させる治水対策

「流域治水」を本格的に展開することが必要です。また、気候変動による降雨量の増加をふ

まえた河川計画の見直しや生態系を活用したグリーンインフラの展開が求められていま

す。 

■ 豪雨等によるがけ崩れや土石流など土砂災害から県民の生命、財産を守るための土砂災

害防止施設の整備を進めています。特に自力避難が困難な方々が利用する要配慮者利

用施設や避難所を保全対象としている箇所の整備が求められています。一方で、令和３

（2021）年７月に静岡県熱海市において違法な盛土に起因する土砂災害が発生したこと

から、盛土による災害を防止する対策が求められています。 

■ 南海トラフ地震の発生が懸念されている中、大規模地震発生後の津波・高潮等による浸水

被害を軽減するため、海抜ゼロメートル地帯などにおける河川・海岸堤防や河口部の大型

水門等の耐震対策を進めています。引き続き、河川管理施設や海岸保全施設等の機能の

確保と強化が求められています。 

■ 災害発生時に災害対応を迅速かつ効率的に実施するため、緊急輸送道路等の橋梁耐震

化や法面の防災対策を重点的に進めてきました。引き続き、災害対応力の充実・強化に取

り組むことが求められています。 

 

 
 

取組方向 

■ 河川整備に加え、流域の市町などが実施する雨水貯留浸透施設の整備や災害危険区域

の指定等による土地利用規制・誘導等、都道府県や民間企業等が実施する利水ダムの事

前放流等、治水対策の全体像について「流域治水プロジェクト」として示し、ハード・ソフト

一体となった事前防災対策を進めます。また、気候変動を考慮した河川整備計画等の見

直しやグリーンインフラによる雨水貯留・浸透に取り組みます。 

■ 土石流、がけ崩れ、地すべり等の土砂災害から、県民の皆さんの生命・財産を守るため、土

砂災害防止施設の整備や適切な維持管理等と併せて、警戒避難体制の整備に取り組みま

す。特に自力での避難が困難な要配慮者が利用する施設や避難所の保全を重点的に取り

組みます。違法な盛土の対応として砂防指定地等における違反行為への行政指導や住民

からの通報対応等を強化します。 

 

政策１ 防災・減災、県土の強靱化 

主担当部局：県土整備部 

 

8



 

 

■ 高潮、地震、津波による災害から、県民の皆さんの生命・財産を守るため、高潮災害防止

のための堤防の整備や、地震・津波対策としての堤防の耐震化、粘り強い構造とする施設

整備、計画的な老朽化対策等に取り組みます。また、ソフト対策として高潮浸水想定区域

の指定に取り組みます。 

■ 治山施設の効果的な整備や計画的な老朽化対策に取り組むとともに、公益的機能が低下

した保安林の整備を進めます。 

■ 災害発生時に対応できる輸送機能を確保するため、緊急輸送道路等の橋梁の計画的な耐

震対策や法面・盛土の土砂災害対策、渡河部の橋梁の流失防止対策に取り組みます。ま

た、大規模災害への備えとして、河川監視カメラ・水位計等の配備拡充、災害コントロール

ルームの高度化や排水ポンプ車の配備、現場で実動訓練を重ねる等、インフラ危機管理体

制の強化に取り組みます。 
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施策 10-1 道路・港湾整備の推進   

 

2026 年を見据えた現状と課題 

■ 熊野尾鷲道路（Ⅱ期）の開通をはじめ、多くの幹線道路等の整備が進み、地域間の交流・

連携が促進されるとともに、地域の安全・安心が高まるなど整備効果があらわれてきてい

ますが、都市部における慢性的な渋滞の発生、気候変動の影響により激甚化・頻発化する

風水害や切迫する大規模地震等への備えなど多くの課題があります。引き続き幹線道路

ネットワークの強化やバイパス等の抜本的な整備、早期に事業効果を発現できる待避所の

設置など柔軟な対応も織り交ぜた道路整備を推進していく必要があります。 

■ コロナ時代の社会変容に対応し、インフラの新たな価値観を創造しつつ、豊かで活力のあ

る地方創生の実現のため、道路空間の再編による賑わいの創出や観光の復興に向けた道

路整備により、ポストコロナを見据えた地域づくりを推進する必要があります。 

■ 通学児童等の安全確保が全国的な課題となっている中、歩行者等の安全・安心を確保す

るための取組を一層進めていく必要があります。また、道路を安全・安心・快適に利用でき

るよう、老朽化が進行する橋梁等道路施設について、着実に修繕を進めるとともに、剥離

が進行する路面標示については、一定の水準の確保・定常化を図る必要があります。さら

に、平常時・災害時を含めた道路施設の利用・管理を効率的かつ効果的にマネジメントす

るため、ＩＣＴやＡＩの活用を進めていく必要があります。 

■ 県管理港湾は、老朽化した施設について、利用者の安全性や港湾の機能を確保するた

め、施設の維持管理を行ってきました。しかしながら、建設後 50 年を経過する施設が今

後、急速に増加することから、老朽化対策が喫緊の課題となっています。このため、引き続

き、施設の適切な維持管理と老朽化対策が必要です。また、港湾は大規模地震発生時に

防災上の拠点となることから、緊急物資輸送ルートの機能を確保する取組を進める必要が

あります。さらに、港湾の背後地に集積する企業等とも連携し、港湾の脱炭素化に向けた

取組を進める必要があります。加えて、地域産品の輸送や、観光・レジャーを通じた交流人

口の拡大など、地域が元気になる取組を支援する必要があります。 

 

 
 

取組方向 

■ リニア三重県駅の開業も見据え、地域の経済活動や国内外からの集客・交流等を支えると

ともに、地域のさらなる安全・安心の向上をめざし、県土の南北軸となる東海環状自動車

道や近畿自動車道紀勢線等の延伸・強化、東西軸となる鈴鹿亀山道路等の整備を推進し

ます。また、新たな幹線道路ネットワークの構築をめざし、名神名阪連絡道路の事業化に向

けた取組を進めます。 

■ 高規格道路等の主要幹線を補完し地域間交流を促進する道路ネットワークの強化や、第

二次緊急輸送道路等の整備、観光復興に向けたアクセス道路の整備、生活道路で車両の

すれ違いが困難な未改良区間の解消など、着実な県管理道路の整備を進めます。 

■ 駅周辺地域における道路空間の再編など、賑わいの創出や公共交通の利便性の向上を社

会実験も含めて進めます。 

 

 

政策 10 交通・暮らしの基盤 

主担当部局：県土整備部 
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■ 通学児童など歩行者等の安全確保を図るため、関係者と連携しながらスピード感を持って

交通安全対策を進めます。また、橋梁等道路施設について、予防保全の考え方を取り入れ

ながら、計画的な点検、着実な修繕を進めるとともに、剥離が進行する路面標示について

は、一定の水準の確保・定常化を図ります。さらに、道路施設の利用・管理を効率的かつ効

果的にマネジメントするため、ＩＣＴやＡＩを活用したモニタリング体制の拡充や点検の高度

化などを進めます。 

■ 地域の人流・物流ネットワークの拠点としての港湾機能を維持し、県民生活と産業活動を

支えるとともに、大規模災害発生時において、緊急物資等の海上輸送機能を確保します。

このため、老朽化が進む岸壁等の港湾施設の更新・修繕や岸壁・臨港道路橋梁の耐震対

策に取り組みます。 

また、カーボンニュートラルポートの形成に向けた取組を進めるとともに、地域の港湾利活 

用プロジェクトの支援に取り組みます。 

 

  ※カーボンニュートラルポートとは脱炭素に配慮した港湾機能の高度化を通じて、港湾におけ

る温室効果ガスの排出を全体としてゼロにした港湾 
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施策 10-３ 安全で快適な住まいまちづくり 

 

2026 年を見据えた現状と課題 

■ 人口減少や市街地の拡散により、低密度な市街地が形成される状況となっており、地域活

力の低下や生活サービスの維持が困難になることが懸念されています。このため、効率的

で利便性が高い持続可能なまちづくりを進める必要があります。また、激甚化・頻発化する

豪雨や南海トラフ地震等の大規模自然災害による被害を低減し、県民が安心して住み続

けられるまちづくりを進める必要があります。 

■ 令和２年度策定の都市計画区域マスタープランに基づき都市基盤の整備を進めています

が、通学路の安全対策に向けた街路の歩道整備や、ポストコロナを見据え、交流人口の拡

大に向けた新たな賑わいを創出するための公園整備を進めていくことが必要です。また、

地域の個性豊かで魅力ある景観を生かしたまちづくりを進める必要があります。 

■ 安全・安心な建築物、宅地の確保を図るため、建築基準法や都市計画法等に基づく許認

可、指導等を適確に行う必要があります。また、南海トラフ地震の発生が危惧されることか

ら、住宅・建築物の耐震化の取組を進め、地震災害に対するまちの安全性を確保する必要

があります。 

■ 周辺の住環境に悪影響を及ぼす空き家の増加は大きな社会問題となっており、空き家の

適正管理等の啓発や空き家の利活用、危険空き家の除却などへの支援が必要です。ま

た、住宅の確保に特に配慮を要する高齢者等の増加が見込まれることから、受け皿となる

県営住宅の計画的な改修のほか、民間賃貸住宅の確保や支援体制の充実を図る必要が

あります。さらに、2050 年カーボンニュートラルの実現のため、住宅分野においても一層

省エネルギー対策を進める必要があります。 

 

  
 

取組方向 

■ 都市機能（医療・福祉・商業施設）の市街地中心部等への誘導や、居住機能の公共交通沿

線地域等への誘導を図るため、市町の立地適正化計画策定を支援することにより、コンパ

クトで賑わいのあるまちづくりを促進します。また、緊急輸送道路における電線類の地中化

等のハード対策、土地利用規制・誘導等のソフト対策を組み合わせた防災・減災対策を実

施します。 

■ 通学路の安全対策を図るため、街路の歩道整備に取り組むとともに、広域的な集客力を強

化し観光誘客を促進するため、ワーケーション※1 の推進に必要な公園整備や、多様なニー

ズに対応するための官民連携による Park-PFI 手法などを活用した公園整備を進めま

す。また、景観に配慮した建築物や公共施設等の整備を支援します。 

■ 新築建築物等の検査や既存建築物の維持保全の徹底により建築基準法の遵守を促すと

ともに、都市計画法に基づき適確な開発行為の許認可を行うことなどにより、安全・安心な

建築物および宅地の確保に取り組みます。また、住宅・建築物の所有者への耐震化の働き

かけや、耐震診断、補強設計、耐震改修、除却への補助を行うとともに、低コストの住宅耐

震改修工法の普及を図ります。 

 

 

政策 10 交通・暮らしの基盤 

主担当部局：県土整備部 
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■ 空き家を活用した地方移住、二地域居住※2、ワーケーション※1 などの取組や危険空き家の

除却を支援するほか、セミナーや相談会の開催等を通じて、空き家の適正管理等について

啓発します。また、県営住宅の外壁改修や屋上防水改修、バリアフリー改修や子育て世

帯向けの住戸内改修を進めるとともに、福祉部局や居住支援団体等と連携した住宅確

保要配慮者への居住支援体制の充実を図ります。さらに、省エネルギー性能の高い長期

優良住宅やゼロエネルギー住宅（ＺＥＨ）※３等の普及啓発に加え、今後導入が見込まれる

新築住宅の省エネルギー基準適合の義務化への対応や既存住宅の省エネルギー改修へ

の支援を行います。 

 

※１ ワーケーション：「ワーク」と「バケーション」を組み合わせた造語で、観光地やリゾート地でテ

レワークを活用し、働きながら休暇をとる過ごし方。 

※2 二地域居住：都市住民が農山漁村などの地域に同時に生活拠点を持つ居住形態。  

※３ ゼロエネルギー住宅（ＺＥＨ）：高断熱化と高効率設備によって、大幅な省エネルギーを実現

した上で、太陽光発電や蓄電池などを利用して、年間エネルギーの消費量を収支ゼロにす

る住宅。  
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 行政運営７ 

主担当部局：県土整備部 

   

行政運営７ 公共事業推進の支援 

 

2026 年を見据えた現状と課題 

■ 公共事業評価については、「三重県公共事業評価審査委員会」における調査審議により公

共事業の適正化に取り組んできました。引き続き、公共事業を取り巻く状況の変化に対応

した評価を行い、公共事業の適正な執行に取り組む必要があります。 

■ 入札契約制度については、「三重県入札等監視委員会」の調査審議をふまえ、制度の改

善、適正な運用に取り組んできました。引き続き、公共事業を取り巻く状況の変化に対応し

た制度の改善等に取り組む必要があります。 

■ 建設業は災害対応等、「地域の守り手」として、県民の安全・安心の確保に重要な役割を

担っていますが、人口減少・高齢化の流れが加速する中、未来に存続していくには、担い

手の確保が急務となっています。このため、新・担い手３法をふまえ策定された「第三次三

重県建設産業活性化プラン」に基づき、働き方改革の推進や生産性の向上などの取組を

進めてきました。引き続き、これらの取組を一層推進していく必要があります。 

■ 建設業者が安心して事業を営むことができるよう、建設工事等の受注者への不当要求等

の防止については、警察や建設業界などと連携した「三重県建設工事等不当要求等防止

協議会」を令和３（20２１）年に設立し、体制の強化を図っています。引き続き、建設工事等

の受注者への不当要求等を排除し、建設工事等の適正な履行を確保するために、建設工

事等の受注者への不当要求等の根絶に取り組む必要があります。 

 

 
 

取組方向 

■ 「三重県公共事業評価審査委員会」の調査審議を受け、公共事業を取り巻く状況の変化

に対応した事業の評価を行い、公共事業の適正な執行に取り組みます。 

■ 「三重県入札等監視委員会」の調査審議を受け、公共事業の公正性・透明性を確保しつ

つ、公共事業を取り巻く状況の変化に対応した入札契約制度の改善、適正な運用に取り

組みます。 

■ 建設業が未来に存続していけるよう、担い手確保に向けた建設業の魅力発信、働き方改

革の推進のための週休二日制工事の拡大、生産性向上のための施工時期の平準化およ

びＩＣＴの活用拡大などの取組を推進します。また、これら各種取組の拡大を市町へ要請し

ます。 

■ 「三重県建設工事等不当要求等防止協議会」を積極的に運用し、関係機関等と連携して、

建設工事等の受注者への不当要求等の根絶に取り組みます。 
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No 施設名 見直しの方向性 これまでの主な経過、課題、今後の予定など 所管部局名

19
北勢中央公園
＜指定管理＞

整備計画の見直し及び未利用地の利
活用検討

　当該施設は、四日市市・いなべ市・
菰野町にまたがる都市公園であり、平
成5年から順次供用を開始している。
 　現在、整備途中であるが、利用状況
からみて施設の規模や機能が現状で
概ね足りていると考えられること、完成
に向けては多額の事業費を投入する
必要があることなどから、整備計画の
見直し及び買収済み公園用地の利活
用について、関係市町と協議を進め
る。

【経過】
○「見直しの方向性」を踏まえ、次のとおり整理
・野球場サブグラウンド（１面）やテニスコートの増設(４面)、
新たなエリアの整備を休止すること
・現在整備中のエリアはこのまま整備を進め完成させるこ
と
・用地買収については買取請求に応じ買収を完了させるこ
と
・未利用地については、当該公園の設置目的の一つでもあ
る「良好な自然環境の保全を図る」ため、修景施設（主に樹
林地）として利用していくこと
○上記方針について関係市町（四日市市、いなべ市、菰野
町）に説明
〇上記方針に基づき取組を実施
〇コロナ禍の中、公園利用者が効果的に運動できるよう健
康遊具を設置した（みんつく予算）

【今後の予定】
〇用地買収を早期に完了させるため、地権者と協議を進
める
〇公園施設を適正に維持管理するため、管理用通路（園
路）等の整備を進める
○未利用地の利活用については、引き続き検討を継続

県土整備部

(２)「令和3年度『第三次三重県行財政改革取組』の進捗状況」における県有施設の見直しについて（関係分）

○この一覧表は「三重県財政の健全化に向けた集中取組」での「県有施設の見直し」において定めた個別施設の見直しの方向性や、調整経
過等を整理したものです。

○廃止や統合を含めた施設のあり方の検討による維持管理費の抑制と、新たな県民ニーズへの対応や県民サービスの向上の両面から見直
しを行うとともに、施設にかかるコスト縮減や一層の収入確保にも取り組みます。

○見直しの方向性を定めた施設については、庁内での検討や関係団体との調整を進め、着実に見直しを進めていきます。

20
熊野灘臨海公園
＜指定管理＞

用途変更（維持修繕計画の見直し）

　当該施設は、広域的なレクリエーショ
ン需要を充足することを目的とした都
市公園であり、昭和53年から順次供
用を開始している。
　施設の利用状況に変化がみられる
ことなどから、利用者のニーズや地域
の集客施設への影響なども勘案し、施
設の維持修繕計画の見直しについて
関係市町等と協議を進める。

【経過】
○「見直しの方向性」を踏まえ、次のとおり整理
・老朽化が進む当該公園の各種施設の今後のあり方（継
続・廃止・用途変更など）を県、町、施設管理者等と検討に
着手していくこと
・上記あり方についての検討結果を踏まえ、各公園施設の
より具体的な維持修繕の方針を取りまとめること
○平成30年度は、関係者（三重県、紀北町、指定管理者）
による「熊野灘臨海公園のあり方に関する検討会」を４回
開催し、公園施設の今後の必要性や取組の優先順位等を
検討
○令和元年度は、平成30年から老朽化により営業を休止
しているプールの取扱い（修繕、規模縮小、別施設への用
途変更等）を含めた公園の利用促進方策等について、地
域振興、観光振興など幅広い視点から検討を行うため、関
係者（三重県、紀北町、指定管理者、東紀州振興公社、紀
北町観光協会）からなる「熊野灘臨海公園の利用促進検討
会」を３回開催し、下記の方針を決定
・既存プールは廃止し、新たな集客・誘客施設として規模を
縮小したうえで海水浴場に隣接したプールを再整備
・プール跡地は大規模地震発生時における公園利用者の
避難地として活用できる高台広場として整備
〇プールの再整備計画等を踏まえた具体の維持修繕計画
を策定
〇令和2年度は、プール施設の詳細設計を実施。また、公
園施設を活用したワーケーションを推進するため、老朽化
したコテージの改修設計およびコテージへの通信環境（Wi-
Fi）を整備
〇令和3年度は、老朽化したコテージの改修工事が完了し
たほか、プール予定地の造成工事に着手

【今後の予定】
○令和元年度に策定した維持修繕計画に基づき、公園施
設の適正な維持管理を進めていく
〇プールについては令和5年夏まで、高台広場は令和8年
度中の完成をめざす

県土整備部
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No 施設名 見直しの方向性 これまでの主な経過、課題、今後の予定など 所管部局名

県土整備部
鈴鹿青少年の森
<指定管理>

民間活力の導入（ＰＰＰ／ＰＦＩなど）

   当該施設は、次世代を担う青少年
が自然の中でスポーツや野外活動に
親しみ、心身を鍛錬し豊かな人間性を
養う場とするため、明治100年を記念し
て整備に着手し、昭和47年までに整備
をすべて完了し、以来、全面供用して
いる。
　平成20年度から指定管理者制度を
導入し、民間のノウハウを活用し、利
用者数も順調に増加しているところで
あるが、鈴鹿サーキットや交通量が多
い道路に隣接するなど、好立地にある
こと、隣接する県有施設（鈴鹿青少年
センター）においても、施設見直しの検
討が進められていることなどから、鈴
鹿青少年センターおよび鈴鹿青少年
の森低利用地等を活用したPPP/PFI
などの民間活力の導入に向けて、必
要な条件整理や方策の検討を進めて
いくこととする。

【経過】
・H30.11　「平成30年度第2回みえ公民連携共創プラット
フォーム」  （百五銀行主催）において、教育委員会とともに
民間事業者と 対話し、事業への関心・事業アイデア・対象
エリア等の意見を聴取
・R1.6～R2.1　「鈴鹿青少年センターと鈴鹿青少年の森の複
合運営等民間活力導入可能性調査」を教育委員会と連携
しながら実施
・R2.1　民間事業者幹部を含む5名の各種専門家による「有
識者意見交換会」を実施し、立地ポテンシャル、可能性の
高い事業手法などについて意見を聴取
・R2.9　民間事業者のコロナ禍の影響や投資意欲について
ヒアリングを実施
・R2.10　公募型設置管理許可制度（Park-PFI）により駐車
場や飲食施設（民間提案）などを整備する方針を決定
・R3.2　鈴鹿青少年センターと鈴鹿青少年の森の整備運営
事業者の公募準備を開始（アドバイザリー業務契約締結）
・R3.4　PFI法第15条に基づき「実施方針策定見通し」を公
表、民間事業者への参加意欲及び事業全般に対する意見
を聴取
・R3.6　条例改正および債務負担行為設定の議案を可決（6
月定例月会議）
・R3.6　PFI法第5条に基づき「実施方針および要求水準書
(案)」の公表
・R3.8　入札公告（総合評価一般競争入札）
・R4.1　落札決定

【今後の予定】
  R4.3  事業契約
　R5.2  リニューアルオープン（公園）
（以下参考）
　R6.4  リニューアルオープン（青少年センター）

－参考－
＜サッカースタジアム建設について＞
【経過】
R2.1.29　「鈴鹿青少年の森」敷地内へのサッカースタジア
ム建設に係る知事要望（鈴鹿市、鈴鹿市サッカー協会、
(株)アンリミテッド）
R2.10.28　「鈴鹿青少年の森」敷地内へのサッカースタジア
ム建設に係る知事への協力依頼（鈴鹿市、(株)アンリミテッ
ド）および報道発表
R3.6.29　鈴鹿市に対し、都市公園法第5条の規定によるス
タジアムの設置管理を許可

【今後の予定】
　・R5.2　スタジアム完成（予定）
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